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神 戸 地 区 住 民 自 治 協 議 会 規 約  

 

第1章 総則 

（目的） 

第１条 住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、住み良い神戸地区

を形成していくことを目的とする。 

（名称） 

第２条 この会を神戸地区住民自治協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（事務所の位置） 

第３条 協議会の事務処理を行うため、事務局を次のとおり置く。 

  伊賀市上神戸２２０番地の３ 神戸地区市民センター内 

（活動の範囲） 

第４条 協議会の活動範囲は神戸地区内とする。但し、他の協議会と協力、連携し

て活動する場合はこの限りではない。 

（事業） 

第５条 協議会は第１条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

（１）地区まちづくり計画の策定。 

（２）地区まちづくり活動に関する事業。 

（３）その他目的達成に必要な事業。 

 

第2章 組織 

（会員） 

第６条 協議会の会員は、次に掲げるとおりとする。 

（１）神戸地区に居住する住民。 

（２）自治会・神戸地区で活動する団体。 

（３）神戸地区に住所地を置く事業所。 

（４）その他会長が必要と認める者。 

（組織） 

第７条 協議会に次の組織を置く。 

 執行部、役員会、運営委員会、実行委員会、部会 

（１）構成 

① 執行部は、役員会と運営委員会で構成する。 

② 役員会は、会長、副会長、理事、会計、事務局長、事務局次長で構成する。 

③ 運営委員会は、役員会と各部長、副部長で構成する。 

 ④ 実行委員会は、事業の内容により、必要に応じて設置し、運営委員会及び各

部会員で構成する。 

 ⑤部会は、地区代表及び委嘱委員、各団体代表で構成する。 

（２）委嘱委員は、委員に応募した者及び地域から推薦された者とする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員） 

第８条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長       １名 

   副会長      若干名 

   理 事      １０名以内    

   会 計       １名 

   監 事       ２名 

   事務局長      １名 

   事務局次長     １名 

（２）会長、副会長、理事及び監事は総会において選出する。 

（３）理事は、各地区自治会長及び地域代表とする。 

（４）会計、事務局長、事務局次長は、総会の同意を得て会長が任命する。 

（５）会長は、役員会の同意を得て、顧問及び参与を任命することができる。 

（役員の職務） 

第９条 協議会の役員の職務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

（２）会長は実行委員会に委員長、副委員長をおくことができる． 

（３）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（４）理事は、他の役員と共に本会の運営について審議する。 

（５）顧問及び参与は、会長の要請により、会議及び事業に参画する。 

（６）会計は、協議会の会計事務を処理する。 

（７）監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。 

（８）事務局長は、協議会事務を総括する。 

（９）事務局次長は、事務局長を補佐する。 

（１０）会長・監事 以外は役職を兼務することができる。 

（役員の任期） 

第１０条 前条の役員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない。 

２ 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３章 会議 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会、実行委員会及び部会（以

下「会議」という。）とする。 

２ その他、必要に応じて会議を開催する。 

（会議の開催及び運営） 

第１２条 会議は、過半数以上の委員の出席がなければ開催できない。 

２ 会議を開催するにあたっては、開催日時・場所・議題について、事前に周知す

ることを原則とし、会議は公開とすることを原則とする。会議の議事は、出席者

の過半数をもって決し、可否同数と時は、会長または部会長の決するところによる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総会） 

第１３条 総会は、運営委員会委員及び部会委員をもって構成する。 

２ 総会は、毎年１回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または

委員の３分の１以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。 

３ 総会は、会長が招集する。 

４ 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。 

５ 総会は、次の事項を決定する。 

（１）地区まちづくり計画。 

（２）会長、副会長、理事、監事の選出及び会計、事務局長、事務局次長の任命同

意。 

（３）協議会の事業計画、予算、決算に関すること。 

（４）その他、重要事項に関すること。 

（役員会） 

第１４条 会長は、役員会を招集し、議長となる。 

２ 役員会は、運営委員会に諮る事項を協議する。 

（運営委員会） 

第１５条 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 運営委員会は、総会において諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審

議決定する。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求める

ことができる。 

（実行委員会） 

第１６条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき、施策を実施するため、

必要に応じて協議会に実行委員会を置く。 

（部会） 

第１７条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき、施策を実施するため、

協議会に次の部会を置く。 

① 福祉部会  ② 健康・スポーツ部会 ③ 生活安全部会  ④ 産業部会 

⑤ 教育・文化部会      ⑥ 地域部会      

２ 部会には、各部担当理事を置き、指導、助言を行う。 

３ 部長、副部長は、部員の互選による。また、会長は、必要に応じて部会役員を

選任することができる。 

４ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。 

５ 部長は、必要があると認めるときは、部員以外の者を出席させ、意見を求める

ことができる。 

（部会間の調整） 

第１８条 部会間の調整は、運営委員会が当たることとする。但し、部会相互の協

議により協力する場合は、この限りではない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 財務 

（会計） 

第１９条 協議会の運営に関する経費は、会費、補助金、委託料及びその他の収入

をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（会費） 

第２０条 協議会費は、当面各戸別に徴収することとし、金額は総会で決する。 

 

第５章 その他 

（規約の変更） 

第２１条 この規約を改正しようとするときは、総会において過半数の同意を得な

ければならない。 

（解散） 

第２２条 協議会の解散については、総会において出席者の４分の３以上の賛成を

得なければならない。 

（規則等への委任） 

第２３条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

運営委員会に諮り別に定める。 

 

附則 

１ この規約は、平成１７年４月９日から施行する。 

２ 平成１７年度の会計年度は、第１８条の規定にかかわらず、協議会発足日から

平成１８年３月３１日までとする。 

３ この規約は、平成１８年２月２５日から改正施行する。 

４ この規約は、平成１９年４月２７日から改正施行する。 

５ この規約は、平成２０年４月２６日から改正施行する。 

６ この規約は、平成２１年４月２５日から改正施行する。 

７ この規約は、平成２２年４月２５日から改正施行する。 

８ この規約は、平成２３年４月２４日から改正施行する。 

９ この規約は、平成２４年４月２１日から改正施行する。 

10  この規約は、平成２５年４月２０日から改正施行する。 

11 この規約は、平成２９年４月１５日から改正施行する。 

12  この規約は、平成３１年４月２０日から改正施行する。 

13 この規約は、令和２年４月１８日から改正施行する。 

14 この規約は、令和４年４月１６日から改正施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸地区住民自治協議会役員手当等に関する規定 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、神戸地区住民自治協議会の役員、顧問、参与、部会部長、

部会副部長の手当及び旅費に関して必要な事項を定める。 

（役員手当の対象） 

第２条 手当の対象は、会長、副会長、理事、会計、事務局長、事務局次長、 

顧問、参与及び部長、副部長とする。 

（役員手当の額） 

第３条 手当の額は、次のとおりとする。 

  会長     年額１５６，０００円 

  副会長    年額１１２，０００円 

会長、副会長は自治会長兼務の有無を問わない。 

理事、    年額１００，０００円 

 但し、自治会長と兼務しない理事は３０，０００円とする。 

会計・事務局長        年額４８，０００円 

 但し他の役職と兼務する場合は年額２４，０００円に減額し加算する。  

部長             年額２４，０００円 

事務局次長          年額２０，０００円 

顧問             年額１２，０００円 

参与・副部長         年額 ６，０００円 

   

（会長、副会長の旅費） 

第 4 条 会長、副会長の旅費について下記金額を上限とし実費弁償とする。 

  会長     年額 上限 ２０，０００円 

  副会長    年額 上限  ５，０００円 

 

附則 

この規定は、平成２２年４月２５日から実施する。 

 この規定は、平成２３年４月２４日から実施する。 

 この規定は、平成２４年４月２１日から実施する。 

この規定は、令和２年４月１８日から実施する。 

この規定は、令和３年４月１５日から実施する。 

この規定は、令和５年４月１７日から実施する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸地区自治功労者表彰規定 

 

（目的） 

第１条 神戸地区自治活動又は神戸地区発展に功績のあった個人を表彰し、神戸地区自治功

労者として推薦することにより、地区発展に寄与することを目的とする。 

 

（表彰・自治功労者推薦の事項） 

第２条 個人で次の各号に該当するもの（以下「表彰・自治功労者」という。）をこの規定

の定めるところにより表彰推薦する。 

（１）住民自治協議会会長の在任期間が 3 年以上の者 

（２）自治会長（区長）の在任期間が 5 年以上で事業に努力した者、又は住民自治協議会

役員の在任期間が 5 年以上で事業に努力した者 

（３）地区事業達成に努力し、その実績顕著なる個人 

（４）上記の外、必要な事項は別に定める。 

 

（表彰・推薦の方法） 

第３条 被表彰者に対する表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。 

 ２ 表彰は、原則として総会にて行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。 

 ３ 各地区自治会長（区長）は、第 2 条の規定に該当する者があるときは、自治功労者推

薦書（別紙様式）を神戸地区住民自治協議会会長（以下「会長」という。）に提出する

ものとする。 

 

（被表彰者の決定） 

第４条 会長は、前条の推薦書を受理したときは、その内容を神戸地区自治功労者表彰審査

委員会（以下「委員会」という。）に諮り、審議のうえ被表彰者を決定するものとす

る。   

 

（委員会の構成） 

第５条 委員会は、神戸地区住民自治協議会役員会とし、審査の必要に応じて会長が委員を

任命することができる。 

 ２ 委員は、審査上で知りえた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様と

する。 

 

（その他） 

第６条 この規定の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附則 

この規定は、昭和 60 年 6 月から実施する。 

この規定は、平成 22 年 4 月 25 日から改正実施する。 

この規定は、平成 29 年 4 月 15 日から改正実施し平成 29 年 4 月 1 日より適用する。 



神戸地区自治功労者審査基準内規 

 

 

    神戸地区自治功労者表彰規定、第２条第４項については次のとおり定める。 

 

 

〇第 2 条第 2 項の在任期間が 5 年に満たない場合は、住民自治協議会が依頼又は住民 

自治協議会会長の推薦による次の公職及び公職に類する職に就任した期間を加える 

ことができる。ただし、その在任期間はおおむね 10 年とする。 

 

    民生委員、主任児童委員、保護司、農業委員、地区支え合い体制づくりネットワー     

ク協議会長、市民センター長、消防団神戸部部長、交通安全協会会員、及びこれに 

類する職 

 

 

〇上記に類する職で住民自治協議会会長が推薦する者も審査の対象とする。 

 

 

 

別紙 様式 

令和  年度自治功労者推薦申請書 

 

     申請日 

地区名 

 推薦者名 

候補者名 

 生年月日 

 住所 

氏名 

電話番号 

 

推薦理由 

 役職 

 就任期間 

 推薦理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸地区住民自治協議会役員等の慰労及び弔事に関する規定 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、神戸地区住民自治協議会役員等の慰労及び弔事に関して

必要な事項を定める。 

（慰労の対象） 

第 2 条 神戸地区住民自治協議会の役員等の退任者について、その功績に対し

て感謝の意を表すため下記の者を慰労する。 

 （１）会長、副会長、理事、会計、顧問、参与 

 （２）部会部長 

 （３）市民センター長、事務員、生涯学習支援員 

 （３）その他特に会長が認めた者 

（慰労の方法） 

第 3 条 慰労は、会長名で感謝状と記念品料を贈呈する。 

 ２ 慰労は原則として総会にて行う。ただし、特別の事情がある場合はこの

限りでない。 

（慰労記念品料の基準） 

第 4 条 慰労記念品料の基準は下記のとおりとする。 

（１）会長                  ２０，０００円 

（２）副会長・理事・会計・顧問・参与     １０，０００円 

（３）部会部長                １０，０００円 

（４）市民センター長、事務員、生涯学習支援員 １０，０００円 

（弔慰金） 

第５条 神戸地区住民自治協議会の役員（会長、副会長、理事、会計、事務局

長、事務局次長）、監事、部会部長、顧問、参与及びその親族の逝去に対する

弔慰金は、次のとおりとする。 

（１）本人が逝去した場合    香典 ２０，０００円  

生花（１基）又は花輪 

（２）本人の親族が逝去した場合 香典  ５，０００ 

  ※親族―１親等の血族及び同居の１親等の姻族 

（３）自治功労者が逝去した場合 香典  ５，０００円 

２ 前項の以外の弔事は、発生の都度役員会で協議する。ただし、緊急を要す

る場合は、会長と副会長で協議のうえ決定し、役員に連絡する。 

３ 前２項に関して、いずれの場合も香典返しの返礼は、一切受け取らないこ

ととする。 

附則 

この規定は、平成２２年４月２５日から改正施行する。 

この規定は、令和２年４月１８日から改正施行する。 

この規定は、令和５年４月１７日から改正施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定個人情報等取扱規程 

 

神戸地区住民自治協議会 

 

第１条 目的 

 本規程は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」（平成 25年法律第 27号、以下「番号法」という。）及び「特定個人情報の適正な

取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（以下、「ガイドライン」という。）に基づ

き、特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために定めるものである。 

 

 

第２条 個人番号を取扱う事務の範囲 

１ 個人番号を取扱う事務のうち、役員等の個人番号に関連する事務は、次に掲げる

ものとする。ここで、「役員」とは、住民自治協議会の役員（会長、副会長、理事等）

とする。 

 

① 源泉徴収関連事務 

 

 

２ 個人番号を取扱う事務のうち、役員以外の個人に係る個人番号に関連する事務は、

次に掲げるものとする。 

 

① 報酬・料金等の支払調書作成事務 

 

 

第３条 特定個人情報の範囲 

 前条において、個人番号を取扱う事務において使用する特定個人情報の範囲は、次

に掲げるものとする。 

 

① 役員及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、住所 

② 役員以外の個人に係る個人番号関係事務に関連して取得した個人番号及び個人番号

と共に管理する氏名、生年月日、住所、業務内容、年間支払報酬額等 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 事務取扱責任者及び事務取扱担当者の明確化 

 

１ 事務取扱責任者は、会長とする。 

２ 事務取扱担当者は、事務局長とする。 

３ 事務取扱責任者は、事務取扱担当者の事務範囲を予め定めるものとする。 

 

 

第５条 事務取扱責任者等の監督 

 会長は、特定個人情報等が番号法及び本規程に基づき適正に取り扱われるよう、事

務取扱責任者等に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

 

第６条 事務取扱責任者等の変更に伴う引継ぎ及び監督 

１ 事務取扱責任者等が変更となった場合、従前の事務取扱責任者等は新たに事務取扱

責任者等となる者に対して、業務引継簿を作成して確実に引継ぎするものとする。 

２ 会長は前項の業務引継ぎについて、業務引継簿の内容確認及び業務引継ぎの実態に

関する聞き取り等により確認するものとする。 

 

 

第７条 事務取扱責任者等の教育・研修 

 会長は、事務取扱責任者等が番号法、ガイドライン及び本規程を遵守し、特定個人

番号等の適正な取扱いが周知徹底されるよう、事務取扱責任者等に対する研修を１年

に１回以上受講させるものとする。 

 

 

第８条 取扱状況を確認する手段の整備 

１ 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手段を整備する。 

２ 取扱状況を確認するために次の各号の特定個人情報の取扱状況等管理台帳及び特

定個人情報を記載した申請書・届出書等管理ファイルの記録を整備する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 特定個人情報取扱いに係る管理台帳 

  種  類：特定個人情報の取扱状況等管理台帳 

  保管場所：事務室内ロッカー 

 責 任 者：事務取扱責任者 

  利用目的：特定個人情報の取得、利用、提供、保管、削除・廃棄の各段階におけ

る取扱状況及び運用状況を管理 

  閲覧可能権者：会長及び特定個人情報取扱責任者等 

 

② 特定個人情報を記載した申請書・届出書等管理ファイル 

  種  類：特定個人情報を記載した申請書の写し等を管理するためのファイル 

  保管場所：事務室内ロッカー 

責 任 者：事務取扱責任者 

  利用目的：特定個人情報を記載した申請書・届出書等の控えを保管 

  閲覧可能権者：会長及び特定個人情報取扱責任者等 

 

 

第９条 取扱規程に基づく運用状況の確認 

 事務取扱担当者は、特定個人情報の取得、利用、提供、保管、削除・廃棄の各段階

における取扱状況及び運用状況については、次の各号に掲げる事項について特定個人

情報管理台帳に記録し、保存するものとする。 

 

① 特定個人情報の取得 

・入手年月日、個人番号、氏名、生年月日、性別、住所等を記録 

・特定個人情報に変更があった場合の特定個人情報変更の年月日 

② 特定個人情報の利用 

・提出書類の作成及び提出の年月日、特定個人情報の記載書類を本人に交付し

た年月日等を記録 

③ 特定個人情報の提供 

・特定個人情報を提供年月日、提供相手、目的等 

④ 特定個人情報の保管 

・特定個人情報管理台帳及び届出書等の写し等の保管場所の鍵利用管理台帳 

⑤ 特定個人情報の削除・廃棄 

・特定個人情報を削除・廃棄した年月日 

 上記以外の項目で、必要に応じて特定個人情報管理台帳に記録する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条 情報漏えい等の事案に対応する体制の整備 

事務取扱責任者等は、特定個人情報等の漏えい等が発生したことを知った場合又は

その可能性が高いと判断した場合は、会長に対して直ちに報告するものとする。 

 

 

第１１条 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

１ 事務取扱責任者は、特定個人情報等の取扱状況について、定期的に点検を行い、会

長に報告するものとする。 

２ 会長は、特定個人情報等の取扱状況について、１年に１回以上、点検を実施し、必

要に応じて安全管理措置の見直しを実施する。 

 

 

第１２条 特定個人情報等を取扱う場所の管理 

 特定個人情報の保管場所及び取扱場所を明確にし、それぞれの場所に対し、次の各

号に従い、次の各号に掲げる措置を講じる。 

 

① 特定個人情報の保管場所 

特定個人情報取扱責任者は、特定個人情報の保管場所について、事務所内の施錠

できるキャビネットを定め、厳重に管理を行うものとする。保管場所の利用者は、

「鍵貸出管理台帳」に記録し事務取扱責任者から鍵の貸出を受ける。 

 

② 特定個人情報の取扱場所 

特定個人情報を記載する事務処理に際しては、往来が少ない場所に座席を配置し、

必要に応じてパテーションを設置する。 

 

 

第１３条 特定個人情報等を持出す場合の漏えい・紛失の防止策 

１ 特定個人情報書類等の持出しは、次に掲げる場合を除き禁止する。 

① 行政機関等への法定調書の提出等、当協議会が実施する個人番号関係事務に関し

て個人番号利用事務実施者に対し書類を提出する場合 

 

２ 事務取扱責任者等は、特定個人情報等が記載された書類等を持ち出す場合、封筒

に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための方策を講ずる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条 個人番号の削除、廃棄 

  会長は、個人番号の削除、書類等の廃棄を実施する場合、次に掲げる各号の措置が

実施されたことを確認する。 

 

① 特定個人情報等を記載した申請書等の書類の法定保管期限が経過した場合、当該

書類に記載された個人番号部分をマスキングした上で、シュレッダーにより粉砕

する。 

 

 

第１５条 特定個人情報の取扱いにおける安全管理措置等 

 特定個人情報の取得、利用、保管、提供、廃棄・削除の各段階における安全管理措

置、個人番号の取扱い等については第２条から第１４条に従うものとする。 

 

 

第１６条 改廃 

本規程の改廃は、住民自治協議会総会の決議による。 

 

 

附 則 

 本規程は平成２８年４月１６日から施行する。 

 



 

 

 

神戸地区掲示板設置費等補助金交付要綱  

（目的） 

第１条 この要綱は、掲示板の設置及び改修を行う自治会に対する補助金の交付 

に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱に定める用語の定義は次のとおりとする。 

(１) 掲示板 ポスター等を掲示するために自治会が設置した恒久的な構造物で 

あり、当該自治会により維持管理されるものをいう。 

(２) 設置費 掲示板を新たに設置するために要する費用をいう。 

(３)  改修費 掲示板の改修に要する費用をいう。 

（補助金の対象） 

第３条 補助金の交付対象者は、各地区自治会長（区長）（以下「申請者」とい 

う。）とする。 

２ 補助の対象となる掲示板は、各地区自治会（区）につき単年度あたり１基を 

限度とする。 

（補助金の額） 

第４条 掲示板設置費等補助金は、設置費及び改修費の２分の１以内とし、  

20,000円を限度とする。 

２ 前項の場合において、補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは、そ 

の端数を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請等） 

第５条 申請者は、神戸地区掲示板設置費等補助金交付申請書（様式第１号） 

に、次の書類を添えて神戸地区住民自治協議会会長に申請しなければならな 

い。 

(１) 位置図 

(２) 見積書 

（補助金の交付決定） 

第６条 会長は、前条の申請に基づき、内容を審査し、補助金を交付すべきもの 

と認めたときは、補助金の額を決定し申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 申請者は、事業完了後速やかに神戸地区掲示板設置費等補助事業実績報 

告書（様式第 2号）に次の書類を添えて会長に提出しなければならない。 

(１) 領収書の写し 

(２) 完成後の写真 

(３) その他会長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

 

 

 

http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500049000000MH/417902500049000000MH/417902500049000000MH_j.html#JUMP_SEQ_42
http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500049000000MH/417902500049000000MH/417902500049000000MH_j.html#JUMP_SEQ_51


 

 

 

 

第８条 会長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類の審査及び現地 

調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するか否 

かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請 

者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後 

に行うものとする。 

（補助金の返還） 

第 10 条 会長は、虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けた 

と認めるときは、当該補助金を返還させることができる。 

（補則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めると。 

附 則 

この要綱は、平成 23年 4月 24日から施行する。 

     この要綱は、平成 24年 9月 14日から施行する。  

この要綱は、令和 2年 4月 18日から施行する。 

この要綱は、令和 5年 4月 17日から改正施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

神戸地区青色回転灯設置費等補助金交付要綱  

 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、青色回転灯の設置を行う自治会に対する補助金の交付に関 

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱に定める用語の定義は次のとおりとする。 

(１) 青色回転灯は地域防犯に寄与するために自治会が設置する機器であり、当 

該自治会により維持管理されるものをいう。 

(２) 設置費 青色回転灯を新たに設置するために要する費用をいう。 

（補助金の対象） 

第３条 補助金の交付対象者は、各地区自治会長（区長）（以下「申請者」とい 

う。）とする。 

２ 補助の対象となる青色回転灯は、各地区自治会（区）につき単年度あたり２ 

基を限度とする。 

（補助金の額） 

第４条 青色回転灯設置費等補助金は、設置費の２分の１以内とし、10,000円を 

限度とする。 

２ 前項の場合において、補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは、そ 

の端数を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請等） 

第５条 申請者は、神戸地区青色回転灯設置費等補助金交付申請書（様式第１号） 

に、次の書類を添えて神戸地区住民自治協議会会長に申請しなければならない。 

(１) 位置図 

(２) カタログ等、販売価格が明示されているもの 

（補助金の交付決定） 

第６条 会長は、前条の申請に基づき、内容を審査し、補助金を交付すべきもの 

と認めたときは、補助金の額を決定し申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 申請者は、事業完了後速やかに青色回転灯設置費等補助事業実績報告書 

（様式第 2号）に次の書類を添えて会長に提出しなければならない。 

(１) 領収書の写し 

(２) 完成後の写真 

(３) その他会長が必要と認める書類 

 

 

 

http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500049000000MH/417902500049000000MH/417902500049000000MH_j.html#JUMP_SEQ_42
http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500049000000MH/417902500049000000MH/417902500049000000MH_j.html#JUMP_SEQ_51


 

 

 

（補助金の額の確定） 

第８条 会長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類の審査及び現地 

調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するか否 

かを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請 

者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後 

に行うものとする。 

（補助金の返還） 

第 10 条 会長は、虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けた 

と認めるときは、当該補助金を返還させることができる。 

（補則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めると。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年６月１５日から施行する。 

    この要綱は、令和 2年 4月 18日から改正施行する。 

 

 

 

 

 


